【様式２】
平良丘陵開発観光交流エリアにおける木育体感施設の整備等に係るサウンディング調査
ヒアリングシート

	貴社名
	



●　実施方針（案）及び添付資料をご参照のうえ、以下の設問項目についてご回答をお願いいたします。
●　記入欄が不足する場合は、適宜追加しご記入ください。
●　回答は、貴社のノウハウからお答えいただける範囲で問題ありません。

第１　本事業への参加意向
  １　本事業への参加について
　　　　本事業への参加について、整備手法の選択を含めて現時点での貴社のお考えを以下の項目からお選びください。（あてはまるもの全てに○）
	
	①
	Park-PFI方式で参加したい。
	
	②
	条件によってはPark-PFI方式で参加したい

	
	③
	設置管理許可方式で参加したい。
	
	④
	条件によっては設置管理許可方式で参加したい

	
	⑤
	その他の整備手法であれば参加したい
	
	
	


　　　　上記の回答に関し、②及び④とお答えの方はその条件について、⑤とお答えの方はその他の整備手法及びその理由をお教えください。
	





  ２　本事業の参加形態について
　　　　本事業への参加形態について、現時点でお考えものを、以下の項目からお選びください。（あてはまるもの1つに○）
	
	①
	貴社単独での参加
	
	②
	グループ代表としての参加

	
	③
	グループ構成員としての参加
	
	④
	その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	⑤
	わからない・未定
	
	
	



  ３　参加を想定する業務範囲
　　　　本事業で貴社が実施を想定する業務について、施設毎に該当する項目をお選びください。（あてはまる箇所に○。複数回答可。）
	
	
	公募対象公園施設
設置管理公園施設
	特定公園施設
（Park-PFI方式のみ）
	公園・緑地

	①
	設計業務
	
	
	

	②
	工事監理業務
	
	
	

	③
	建設業務
	
	
	

	④
	維持管理運営業務
	
	
	

	⑤
	指定管理業務
	
	
	









  ４　類似事業のこれまでの実績等
　　　　貴社において、公園内での事業展開の実績（今後計画・予定しているものでも可）がありましたら、その概要をお教えください。また、その際の提案において、貴社が配慮した項目や評価において重視された点があればお教えください（例：事業コンセプトとの整合性、公園の課題への対応、地域への貢献、指定管理者との連携　等）。
	（実施済み又は実施中の実績）


（提案において配慮した項目や重視された項目）



	（今後計画・予定しているもの）


（提案において配慮した項目や重視された項目）






第２　Park-PFI事業または設置管理許可事業について
  １　事業区域について
　　　　Park-PFI事業または設置管理許可事業については、実施方針（案）の「公募対象事業の区域」で示す区域内で事業を実施することとし、その区域の全域について設置及び管理許可を与え、管理等を行っていただくことで考えています。
　　　　この条件について、公募対象公園施設または設置管理公園施設（Park-PFI事業の場合は特定公園施設を含む）の配置や区域の規模等、貴社が参画する上での課題等がありましたらご教授ください。
	





  ２　公募対象公園施設または設置管理公園施設について
    (1)　公募対象公園施設または設置管理公園施設の種類
　　　　　　本事業では、公募対象公園施設または設置管理公園施設について木育体感施設（教養施設）の提案を必須としています。本条件に基づき、貴社が設置を想定する施設内容や規模、課題等がありましたらご教授ください。
	






    (2)　木育体感施設において求める機能
　　　　　　木育体感施設において求める機能について、実現可能性や具体的なイメージ、課題等がありましたらご教授ください。
	




    (3)　木材利用センター内の機材の活用（移転）の見込みについて、見解をご教授ください。
　　　　　　木育体感施設において求める機能のうち、「子どもから大人まで楽しめる本格的な木材加工の体験ができる機能」の実現のため、木材利用センター内の機材を活用（移転）する見込みの有無についてご教授ください。
	




    (4)　木育体感施設以外の公園施設の提案見込み
　　　　　　公募対象公園施設または設置管理公園施設について、必須としている木育体感施設以外の公園施設（木育体感施設において求める機能以外の機能）を提案する考えがある場合は、その施設内容や規模の見込みについてご教授ください。
	




    (5)　木育体感施設の整備費への支援
　　　　　　本市が公募対象公園施設または設置管理公園施設として提案を必須としているも木育体感施設について、正式公募の段階では市が補助率及び補助の上限額を定め、補助金を交付することで検討を進めています。貴社が参画する上で必要となる木育体感施設の整備費の見込みから、市に求めたい補助率及び補助の上限額についてご教授ください。
	




    (6)　公募対象公園施設または設置管理公園施設への市産材の活用について
　　　　　　木育体感施設を含む公募対象公園施設または設置管理公園施設の仕上げ材について、可能な限り市産木材を活用していただくことを考えております。活用する市産木材は市が支給するため、活用箇所や数量等は協議により決定することとしていますが、市産木材の活用についての課題や要望等がありましたらご教授ください。
	




    (7)　設置及び管理許可に係る使用料について
　　　　　　公募対象公園施設または設置管理公園施設の使用料単価の最低額や、その他使用料に関する条件について意見や課題等がありましたらご教授ください。
	




  ３　特定公園施設について（※「第１　１」において①または②に〇をした場合のみご回答ください。）
    (1)　特定公園施設の整備区域及び整備方針、条件等
　　　　　　Park-PFI事業における特定公園施設については、公募対象公園施設との連携を意識してPark-PFI事業区域内において整備するものとし、「公園・緑地及び公募対象公園施設の利用者の交流・憩いの場となる施設」を整備の方針としています。広場、デッキ、屋根付き休憩所、植栽、それらに関連する園路などを想定していますが、事業者が都市公園法第５条の２第２項第５号及び都市公園法施行令第５条に基づく公園施設の中から任意に提案できます。本方針等に基づき、貴社が設置を想定する施設内容や規模、課題等がありましたらご教授ください。
	




    (2)　本市による特定公園施設の整備費用の負担
　　　　　　本市が特定公園施設の整備に要する費用について、貴社が設置を想定する施設内容や規模等を踏まえて意見等がありましたらご教授ください。
	





  ４　にぎわい創出業務について
　　　　にぎわい創出業務の内容全般について、その可否を含めて意見や課題、条件等がありましたらご教授ください。
	






第３　公園・緑地及び指定管理業務について
  １　公園・緑地について
　　　　Park-PFI事業または設置管理許可事業との連携・相乗効果という視点から、公園・緑地内に必要な機能（遊具や水場など）について意見や要望等がありましたらご教授ください。
	







  ２　指定管理業務について
    (1)　指定管理業務の受託の可否について
　　　　　　Park-PFI事業または設置管理許可事業と併せて公園・緑地の指定管理業務を担うことについて、その可否を含めて意見や課題、条件等がありましたらご教授ください。
	




    (2)　指定管理料について
　　　　　　本市が試算している指定管理料について、公園・緑地内に必要な機能（遊具や水場など）について意見や要望等を踏まえながら、金額の規模感について見解をご教授ください。
	




    (3)　Park-PFI事業または設置管理許可事業の収益の活用
　　　　　　Park-PFI事業または設置管理許可事業での収益を活用することで、指定管理料の削減を図ることが可能かどうか、見解をご教授ください。
	






第４　公募・事業スケジュールについて
　　　　現在本市が想定している公募・事業スケジュールについて、意見・課題等がありましたらご教授ください。
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